
はじめに

日本列島社会における政治統合の萌芽は古

墳時代にあり、社会的シンボルとして各地に

前方後円墳をはじめとする古墳が築造された。

そして、そうした社会の動向とおおむね呼応

してはじまるのが、三角縁神獣鏡の副葬であ

る。それゆえ三角縁神獣鏡は、古墳時代社会

をさまざまな位相－たとえば列島規模や地域

という異なる観点－から評価するうえでの重

要資料とされてきたのである。

こうした資料的特性をもつ三角縁神獣鏡で

あるが、島根県という地域に限定すると、そ

の存在はこれまでに５面が知られるにすぎな

い。旧国別にその内訳をみると、出雲地域で

４面、石見地域で１面という構成である。この

うち、石見地域の１面については、内区を欠

損する破片資料であるという制約があり、こ

れまでに十分な検討が加えられていない。す

なわち、石見地域の古墳時代前期にかかわる

議論は、三角縁神獣鏡が存在するものの、そ

れ以上のより具体的な分析をおこなうことが

困難な状況にあった。

筆者は２０１０年７月１５日、石見地域において

知られる唯一の三角縁神獣鏡である四塚山古

墳群出土鏡を実見した結果、「同笵鏡」の存在

を確認するに至った。「同笵鏡」の新規認定

は、三角縁神獣鏡の製作技術にかかわる議論

はもちろん、古墳時代出現期における社会関

係形成にかかわるデータを提供する。とりわ

け、四塚山古墳群出土鏡の場合は、その位置

づけが明確になることで、これまで議論の俎

上にあげ難かった石見地域における古墳出現

期の社会を考察するうえでの、きわめて重要

な材料を新たに提供することになろう。

以下では、やや煩雑となるが、四塚山古墳

群出土三角縁神獣鏡とその「同笵鏡」認定作

業を出発点とし、このたびの「同笵鏡」の新

規認定がもたらすさまざまな論点について考

察を試みる。

１．四塚山古墳群出土の三角縁神獣鏡

（１）発見の経緯と出土地

四塚山古墳群出土の三角縁神獣鏡が発見さ
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れた経緯と出土地にかかわる諸情報ついては、

当該資料をはじめに紹介した村上勇の記述に

くわしい（村上１９８５）。以下に、まずはその内

容を要約しておこう。

当該資料が発見されたのは１９７２年のことで

あり、益田市下本郷町の「ひばりが丘団地」

の造成をおこなっていた工事現場である。工

事のさなか、遺物の回収にあたった人物によ

れば、長さ約１m×幅約５０cm×厚さ１０cm程度

の板石が５・６枚散在するとともに、顕著に赤

い土がみとめられたということであるから、

古墳の埋葬施設から出土したものであること

は間違いない。埋葬施設については箱式石棺

である可能性が想定されるが（村上１９８５：

１０９）、研究者によって確認された内容ではな

いので、形式を決定づけることには慎重にな

るべきであろう。ただ、具体的な情報が示さ

れているため、少なくとも板石を使用する形

式の埋葬施設であった可能性は考えうる。出

土地点の付近は、地元では以前より「四塚山」

と呼称されており、古墳の存在が確認されて

いる。当該鏡を所有していた人物が、現地に

おいて鏡を回収した当人であることをふまえ

るならば、上記した当該資料の「四塚山古墳

群」という出土地については、明確なものと

みてよいだろう。

なお、資料紹介の過程において、村上は四

塚山古墳群出土の三角縁神獣鏡が、銅質や文

様の表出から、いわゆる舶載鏡に属するもの

である可能性を述べている（村上１９８５：１１１）。

ただし、上述の指標を絶対的な判断材料とし

うるかは、定量的な分析がこれまでにおこな

われていないため、実際には不明だといわざ

るを得ない点には注意が必要である。

このほか、当該資料の存在はこれまでに幾

度か紹介あるいは注目されてきたが（小原・

下高１９９９、岩本２００６・２００９）、その位置づけに

ついてはいわゆる舶載鏡として分離可能な一

群に属するものであろうという認識にとどまっ

ていた。その理由は、残存する部位が外区と

鈕という、三角縁神獣鏡ではもっとも個体差

をみとめにくい要素しか存在しないことによ

る。それゆえ、日本列島における三角縁神獣

鏡の分布において明確な評価ができないばか

りか、山陰地方での位置づけすら保留されて

いたのである。

（２）資料の特徴

それでは、あらためて四塚山古墳群出土の

三角縁神獣鏡について、その特徴をみてゆく

こととしよう（図１・２）。

遺存状態 おおむね鈕と外区のみの破片群

である。縁部についてはおよそ４分の３程度が

遺存するものの、内区主文部はまったく残存

していない。ほぼ全体がきわめて薄い錆に覆

われており、表面は緑色を呈する。ところど

ころに淡緑色となった錆のみられる部分があ

り、いわゆるブロンズ病が発生している。いっ

ぽうで、部分的に地金を確認できるところが

あり、そこは黒色を呈する。鏡面は、表面の

剥離した部分が目立つ。全体に錆ぶくれが生

じており、本来の厚みは現状より薄いもので

あったと考える。破片資料であるという点を

差し引いても、ブロンズ病や錆ぶくれなどの

状況から、遺存状態は悪いといわざるを得ない。

なお、外区破片の鏡面において、明褐色を

呈する部分があり、鉄製品の錆の影響を受け

た可能性を考慮しうる。副葬時には鉄製品が

近接した位置に置かれていたと推測できる。

また、鈕の破片の鏡面においては、目の細か

な布が付着するのを確認できる。副葬時に布

帛に包まれた、あるいは近接した位置に布が

存在した可能性を示唆する。顕著な赤色顔料

の付着はみとめられない。

法 量 直径は２１．８cmとされてきたが、
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図１ 四塚山古墳群出土三角縁神獣鏡
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図２ 四塚山古墳群出土三角縁神獣鏡拓影・断面図
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接合のゆがみの少ない、良好に遺存する破片

を鏡縁が水平となるように据えて計測したと

ころ、２１．５cmに復元可能である。厚さは錆ぶ

くれによって増大しているものの、残存部分

で内区が１．５mm程度、外区で２．８mm程度、

縁端部で９mm程度である。鏡面の反りについ

ては、欠損のため確かなデータを提示できな

いが、７mm程度に復元しうる。

文様・形態 中心には、整った半球形をな

す鈕が円座にのる。岩本分類 a式（岩本２００８

a）の鈕である。鈕座である円座の直径は、４．３

cm程度と非常に大型である。円座の外周には

膨らみがみとめられ、さらに断面蒲鉾形の有

節重弧文座などがめぐるものと予測できる。

鈕孔はいわゆる「長方形鈕孔」であり（福永

１９９１）、孔の周囲に外型と中子の接合面を反映

する鋳張りを残す。鈕孔の大きさは、幅約１．１

cm×高さ約４mmである。

内区主文部については、破片がまったく遺

存しておらず、乳による分割数、神獣像の数

や配列、文様構成などがまったく不明である。

内区外周部には、もっとも外周にめぐらさ

れた櫛歯文帯が残存する。また、圏線を介し

てごくわずかに内側の文様帯が残存しており、

外周の櫛歯文帯よりも厚みが大きいものとなっ

ている。あるいは、方格によって内区外周部

の文様帯を区画する形式のものであるかもし

れない。

一段高い外区へは、無文の斜面を経て至る。

外区は厚みの比較的均一な薄い形態であり、

３条の文様帯を配する。外側から鋸歯文帯－複

線波文帯－鋸歯文帯という構成であり、鋸歯

文帯は外向きの鋸歯文を連ねる。鋸歯文帯の

外周には１条の突線をめぐらせる。縁部は明

瞭な突出をもつ小さめの三角縁で、岩本分類

の外区４式に相当する（岩本２００８a）。

鋳造・研磨 部分的に残存するのみという

こともあり、湯口を推定できるような顕著な

鋳造欠陥はみとめられない。ただし、表面の

遺存状態があまり良好でないにもかかわらず、

いくつかの笵傷がみとめられる。とくに鈕の

周囲の傷は目立つものであり、笵の剥離部分

を反映する。外区においてもところどころに

笵の亀裂に由来する傷を確認できる。

仕上げの研磨については、縁部外斜面と内

斜面、外区最外周の鋸歯文帯上には強くほど

こされた痕跡を残すが、外区内側の鋸歯文帯

には、各鋸歯文の周囲に施文する際の枠線が

残存することから、あまり強い研磨はほどこ

されていないものと考える。鈕についても、

鈕の周りの笵傷に研磨の影響を確認できない

ので、著しい仕上げの研磨を想定することは

できない。仕上げの研磨としては全体に粗い

ものであると評価でき、そのほかの三角縁神

獣鏡全般と共通する様相を示すものと理解し

うる（岩本２０１０c）。

２．「同笵鏡」の検索と認定

前章で指摘したとおり、四塚山古墳群出土

鏡には少なからず笵傷を確認できる。この事

実は、四塚山古墳群鏡に同じ鋳型によって製

作されたと考えられるいわゆる「同笵鏡」が

存在する可能性を強く示唆する。

「同笵鏡」を認定するにあたっては、通常は

同一の文様をもつかどうかという点が留意さ

れがちである。むろん、それじたいは条件の

ひとつとなりうるものであるし、「同笵鏡」を

検索する際の最大の基準となるが、必ずしも

文様が完全に一致しないと、「同笵鏡」と認定

できないわけではない。なぜなら、近年の三

次元計測データに基づく検討によって、「同笵

鏡」において程度の差はあれ、文様の改変例

の存在が明らかにされているからである（水

野ほか２００５など）。それゆえ、「同笵鏡」と認
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定するには、文様のような製作者によって意

識的にほどこされる要素よりも、鋳型に不用

意に発生した傷や、非意図的についた鋳型製

作時の痕跡などを確定材料とする必要がある。

「同笵鏡」の検索 現在知られている三角縁

神獣鏡の総数はおよそ５６０面に達するが、こ

れらを「同笵鏡」によって整理した鏡種数は

２００種強を数える。したがって、四塚山古墳群

鏡についても、まずはこれらおよそ２００種か

ら候補を絞り込む必要がある。そこで、ある

程度数を絞り込む手がかりとなるのが、前章

で示した鏡の文様にみる特徴である。

四塚山古墳群鏡は、鈕と外区の破片には接

合関係がないため、確実に同一個体であるか

は断定ができないものの、以下ではひとまず

同一個体であるという前提で検討をすすめる。

そのうえで、「同笵鏡」を絞り込む手がかりと

なりうる特徴を以下に列挙する。

� 鈕座に幅の広い円座を採用する。

� 内区外周部の外側は櫛歯文帯である。

� 内区と外区を分ける斜面は無文である。

� 外区文様帯の最外周に突線をめぐらす。

�の円座は三角縁神獣鏡には一定数の類例

があるが、ほとんどは幅の狭い円座である。

幅広い円座の例はきわめて限定される。�は

三角縁神獣鏡の大多数に共通する要素である

が、それでも若干例を除外しうる。�につい

ては、斜面に鋸歯文を入れる例を除外できる。

�についても、外周突線を有する例はある程

度絞り込むことが可能であり、ほぼすべての

「�製」三角縁神獣鏡は検討対象外となる。

そのうえで、�～�までのすべての条件を

満たす例があるかをあらためて検索したとこ

ろ、該当するのは三角縁神獣鏡目録（京都大

学考古学研究室２０００）の９３番の鏡（以下では

９３鏡と表記）、１例のみであることが明らかと

なった。幸いにも１例に絞り込むことができ

たのは、�の特徴をもつ例が僅少であったこ

とによる。

「同笵鏡」の認定 四塚山古墳群鏡の「同笵

鏡」候補として目録９３鏡が該当することとなっ

たが、これは鈕と外区の破片が同一個体であ

るという未検証の前提をもとにしたものであ

る。したがって、四塚山古墳群鏡の全破片が

同一個体であるかどうかを含めて、９３鏡との

「同笵」関係を笵傷や鋳型製作時の痕跡の一致

によって検証する必要がある。

まずは、四塚山古墳群鏡にみる笵傷や鋳型

製作時の痕跡をみてみよう（図３）。目立つ笵

傷としては、外区破片のうちの１片にある外

区を横断する傷である（図３－A）。この横断傷

は内側の鋸歯文帯の鋸歯文間に、顕著な膨ら

みとしてあらわれた傷を中心に、縁部にまで

突線状に伸びる。ちょうど破片の接合箇所と

重複する部分であるため認識しづらいが、異

なる角度の写真によって鋸歯文間のうちの１

ヶ所がわずかに膨らみ、接合ラインの右側に

沿って笵傷が伸びるようすを確認できる。ま

た、同一破片であるが、内区外周にほどこさ

れた櫛歯文のうちの１本が、笵傷によって太

くなっている部分がある（図３－B）。

つぎに、目立つ笵傷をもつものとして、鈕

の破片をみてみよう。一方の鈕孔の開口部に

大きな鋳型の剥離傷によって生じた膨らみを

みとめることができる（図３－C）。

さらに、鋳型製作時に不用意についた痕跡

として、先に目立つ笵傷の確認をおこなった

外区片をいま一度とりあげたい。注目したい

のは、この破片の櫛歯文帯にある、櫛歯文を

横切るような突線状の細い条線の存在である

（図３－B）。この細い条線は、そのほかの笵傷

とは異なって、直線的に走行するものであり、

迷走しない。笵傷ではないものの、鋳型製作

時についた擦痕が製品に転写されたものであ
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笵傷の対応関係

上段：四塚山古墳群出土鏡

下段：長法寺南原古墳出土鏡

笵傷と破片配置図（６０％）

背景は長法寺南原古墳出土鏡

図３ 四塚山古墳群出土鏡の笵傷と「同笵鏡」との対応関係
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る可能性が高いと考えたい。

以上の笵傷と鋳型製作時の痕跡が、９３鏡に

おいてもみとめられるかどうか検討したとこ

ろ、同様の傷と痕跡を確認することができる

（図３）。そのほかの傷も含めて、９３鏡と一致す

る部分を示したのが図３の下段の図である。

以上の検討結果から、島根県益田市下本郷町

に所在した四塚山古墳群から出土した三角縁

神獣鏡は、目録９３番の三角縁・天・王・日・

月・唐草文帯二神二獣鏡と「同笵鏡」である

と認定できる。

「同笵鏡」との比較 それでは、あらためて

四塚山古墳群鏡を、それ以外の「同笵鏡」と

笵傷以外の点で比較してみたい（図４・５）。

まずは、四塚山古墳群鏡にたいする観察記

述において留意した、鈕座と内区外周部の文

様構成について確認しておきたい。鈕座にか

んしては、大きめの円座の外側に若干の膨ら

みがあることから、鈕座が円座だけではない

可能性を示唆した。文様構成の全容を把握し

うる「同笵鏡」をみると、円座の外周にある

膨らみは、断面蒲鉾形の有節重弧文座の一部

であることを理解できる。さらに、内区外周

部については、櫛歯文帯の内側にめぐる文様

帯部分が櫛歯文帯よりも厚みが大きいものと

なっていることから、内区外周部の文様帯を

区画する方格などを反映したものである可能

性を考慮した。実際は、「同笵鏡」の断面形態

をみればうかがえるように、三角縁神獣鏡目

録の９３番の鏡である三角縁・天・王・日・月・

唐草文帯二神二獣鏡は、内区外周部の唐草文

帯がほかの内区の各文様帯より厚みがわずか

に大きなものとなっている。

このように、四塚山古墳群鏡の細部は、基

本的に「同笵鏡」と評価されるそのほかの９

面と共通するものと考えて差し支えない。サ

イズという点でも、ほかの９面と近似した値

を示す。とりわけ、割れずに完形品として出

土した長法寺南原古墳の２面が直径２１．５cm、

東之宮古墳の例が直径２１．４cmであり、四塚山

鏡の復元直径２１．５cmと同一ないしほぼ同一と

なる。また、断面形態についても、全体のあ

り方だけでなく、半球形に整った鈕や先端に

丸みを帯びた乳、縁部の立ち上がり方といっ

た細部形態に至るまで、諸特徴がまったくと

いってよいほど共通しているのである（１）。四塚

山古墳群鏡を含むこれらの「同笵鏡」は、さ

まざまな点において同一性が強いということ

をあらためて確認することができるだろう。

３．「同笵鏡」新規認定と新たな論点

「同笵鏡」の新規認定は、単に数的な増加の

みにとどまらない新たな論点を提供する。以

下では、四塚山古墳群鏡の「同笵鏡」新規認

定がもたらす諸論点をとりあげ、考察する。

四塚山古墳群出土鏡と「同笵鏡」 前章ま

での検討によって、四塚山古墳群から出土し

た銅鏡が、三角縁・天・王・日・月・唐草文

帯二神二獣鏡（目録９３鏡）であることが明ら

かとなった。あらためて確認しておくと、こ

れまでにその「同笵鏡」は、兵庫県ヘボソ塚

古墳、大阪府石切周辺（推定）、京都府長法寺

南原古墳（２面）、京都府八幡西車塚古墳、奈

良県佐味田宝塚古墳、岐阜県円満寺山古墳、

岐阜県矢道長塚古墳東槨、愛知県東之宮古墳

の８ヶ所で、合計９面が確認されている。そし

て、今回の四塚山古墳群鏡が１０面目となる。

小林行雄の神獣像配置分類（小林１９７１）では

配置 J１、岸本直文の神獣像表現分類（岸本

１９８９）では表現�に相当する鏡である。

鏡と出土古墳の年代論 それでは、三角縁

神獣鏡の編年を試みた先行研究をもとに、鏡

の年代的位置について確認しておきたい。三

角縁神獣鏡の年代論をあつかった、新納泉の
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図４ 三角縁・天・王・日・月・唐草文帯二神二獣鏡（目録９３鏡）
１．京都府長法寺南原古墳〔１号鏡〕 ２．京都府長法寺南原古墳〔２号鏡〕 ３．京都府八幡東車塚古墳
４．岐阜県円満寺山古墳 ５．岐阜県矢道長塚古墳東棺 ６．愛知県東之宮古墳

岩 本 崇
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「�製」鏡を含めた５段階区分では４段階目

（新納１９９１）、澤田秀実の舶載鏡５段階区分で

は第�段階（澤田１９９３）、福永伸哉の舶載鏡４

段階区分では C段階（福永１９９４）、岸本直文の

舶載鏡５段階区分では第�段階（岸本１９９５）、

辻田淳一郎の舶載鏡３段階区分では�段階（辻

田２００７）、岩本崇の舶載鏡４段階区分では第４

段階（岩本２００８a）という位置づけとなる。

このように、いわゆる舶載鏡のなかではお

おむね新相に属する資料であるという見方は

一致しているが、細かくみると舶載鏡の最新

段階には下らないという評価と、最新段階に

位置づけられるという見解の双方がみうけら

れる。いずれの見解がより蓋然性の高いもの

であるかはにわかには決めがたいところがあ

るので、つぎにこの点について古墳における

三角縁神獣鏡の組合せと共伴資料から検討を

試みることにしよう。

「同笵鏡」出土古墳における三角縁神獣鏡の

組合せを表１に示す（２）。同一古墳において出土

する三角縁神獣鏡が組合せとして一時期のま

とまりを示すという前提に立つ限り、多くの

事例で同一段階からなるという整合的な結果

が得られるのは、岩本編年（岩本２００８a）と大

賀編年（大賀２００２）であり、いずれも舶載鏡

のなかでも最新段階のみの組合せを示す。し

たがって、９３鏡の年代的位置は、舶載三角縁

神獣鏡の最新段階に位置づけるのが、現状の

資料状況に合致した理解だと考える。

また、表１のうち、単一時期のまとまりと

考えうる三角縁神獣鏡を出土する古墳は、古

墳の年代も三角縁神獣鏡の製作年代と時間差

が小さい可能性を考慮しうる。それらのうち、

兵庫県ヘボソ塚古墳では古相の石製腕飾類、

岐阜県円満寺山古墳では特徴的な腸抉柳葉式

鉄鏃が出土しており（３）、現段階で筆者が予察的

に提示する前期古墳編年の�期、すなわち前

期中葉に位置づけられる（岩本２０１０b・d）。現

図５ 三角縁・天・王・日・月・唐草文帯二神二獣鏡（目録９３鏡）の断面形態
１．京都府八幡東車塚古墳 ２．岐阜県円満寺山古墳 ３．岐阜県矢道長塚古墳東棺 ４．愛知県東之宮古墳
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状では、これら２基の古墳に与えうる前期中

葉という年代が目録９３鏡を出土する古墳の築

造上限年代になるものと考える。下限は、佐

味田宝塚古墳や長法寺南原古墳、矢道長塚古

墳から前期末を現状として想定しうる。

以上の検討から、９３鏡については舶載三角

縁神獣鏡のなかではもっとも新しい段階に位

置づけられる資料であり、古墳の築造年代と

しては前期中葉をおおむね上限とみることが

可能である。したがって、四塚山古墳群鏡を

出土した古墳の築造年代も、上限は古墳時代

前期中葉となる可能性が高い。

「同笵鏡」認定の意義 上述したように、「同

笵鏡」の認定によって、これまで舶載三角縁
・ ・

神獣鏡であろうと推定されるにとどまってい

た破片資料（村上１９８５：１１１）の位置づけが明

確となった。

その意義は、「同笵鏡数」が数的に増加する

ことはもちろん、結果として製作技術論に新

たな視角を提供することになるばかりか、古

墳時代社会の展開を考えるうえでも重要な材

料を提供することとなる。すなわち、「同笵

鏡」の分布にもとづく王権論や、地域におけ

る古墳の動向といった視角にたいして、新た

な展開をもたらすことも期待できるのである。

そうした点で、「同笵鏡」の新規認定には、三

角縁神獣鏡の新資料の出土と匹敵する意義が

ある。

製作技術論 「同笵鏡」の新規認定に関連し

て浮上する第一の論点として、まずは製作技

術論をとりあげる。

このたびの新規認定によって、いわゆる舶

載鏡として分離される一群においても１０面の

「同笵鏡」製作が可能であったことが明らかと

なった。この１０面という「同笵鏡」数は、舶

載三角縁神獣鏡のなかでは最多数である。こ

れにつづくのは、４４鏡の三角縁・天王日月・

唐草文帯四神四獣鏡（配置 A・表現�）の８

面、３５鏡の三角縁吾作四神四獣鏡（配置 A・

表現�）の７面、１３４鏡の三角縁波文帯三神二

獣博山炉鏡（配置M・表現�）の７面である。

なお、「�製」三角縁神獣鏡は２０７鏡の三角縁

獣文帯三神三獣鏡で１０面、２１３鏡の三角縁獣

文帯三神三獣鏡で９面の「同笵鏡」が知られる。

一組あたりの「同笵鏡」数という点で、舶

載鏡と「�製」鏡とで最多数が同一となり、

表１ 目録９３鏡出土古墳の三角縁神獣鏡の組合せ

出土古墳 目録
番号

澤田
１９９３

福永
１９９４

岸本
１９９５

岩本
２００８

大賀
２００２

兵庫・
ヘボソ塚

８８ Ⅴ Ｃ Ⅴ ４ 舶Ⅲ

９３ Ⅳ Ｃ Ⅳ ４ 舶Ⅲ

大阪・
石切周辺
（推定）

４３ Ⅱ Ｂ Ⅱ ２ 舶Ⅰ

９３ Ⅳ Ｃ Ⅳ ４ 舶Ⅲ

９７ Ⅳ Ｃ Ⅳ ３ 舶Ⅲ

京都・
長法寺
南原

８０ Ⅲ Ｂ Ⅳ ３ 舶Ⅱ

９３ Ⅳ Ｃ Ⅳ ４ 舶Ⅲ

１０３ Ⅳ Ｃ Ⅳ ３ 舶Ⅱ

奈良・
佐味田
宝塚

１４ Ⅳ Ｃ Ⅳ ２ 舶Ⅰ

１９ Ⅲ Ｂ Ⅲ １ 舶Ⅰ

２９ Ⅰ Ａ Ⅰ １ 舶Ⅰ

３７ Ⅲ Ｂ Ⅱ ２ 舶Ⅰ

４４ Ⅱ Ｂ Ⅱ ２ 舶Ⅰ

６０ Ⅲ Ｂ Ⅲ ２ 舶Ⅰ

６１ Ⅱ Ｂ Ⅲ ２ 舶Ⅰ

９３ Ⅳ Ｃ Ⅳ ４ 舶Ⅲ

１１１ Ⅴ Ｃ Ⅳ ３ 舶Ⅱ

１２５ Ⅴ Ｄ Ⅴ ４ 舶Ⅲ

１３４ Ⅴ Ｄ Ⅴ ４ 舶Ⅲ

岐阜・
円満寺山

９３ Ⅳ Ｃ Ⅳ ４ 舶Ⅲ

１３４ Ⅴ Ｄ Ⅴ ４ 舶Ⅲ

岐阜・
矢道長塚
（東棺）

９３ Ⅳ Ｃ Ⅳ ４ 舶Ⅲ

１３２ Ⅴ Ｄ Ⅴ ４ 舶Ⅲ

２０２ Ⅳ �Ⅰ �Ⅰ ４ �Ⅰ
愛知・
東之宮

８９ Ⅴ Ｃ Ⅳ ４ 舶Ⅲ

９３ Ⅳ Ｃ Ⅳ ４ 舶Ⅲ

１２３ Ⅴ Ｄ Ⅴ ４ 舶Ⅲ

１２７ Ⅴ Ｄ Ⅴ ４ 舶Ⅲ

〔凡例〕ゴシックは組合せが同一段階からなる場合を示す。

岩 本 崇
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このたびの結果からは数量的な側面では舶載

鏡と「�製」鏡とで差のないことを強調しう

る。いっぽうで、「同笵鏡」が特定の鏡に数量

的に偏る傾向があり、１０面の「同笵鏡」が存

在するものもあれば、１面しか現状で確認でき

ないものもあることがより明瞭となった。数

量的な議論は、単に出土していないという点

に注意が必要だが、現状の資料数が偶然の結

果によるものだけとは考えにくい。現在の資

料状況が本来の製作状況をある程度反映して

いるのであれば、「同笵鏡」数の差に製作者な

いし製作者集団を反映するであろう系統差、

さらには時期差との相関性をみいだすことは

困難である（４）。状況に応じて、柔軟に生産量を

確保するなかで、一組あたりの「同笵鏡」の

数も変動した可能性が高いと考える。

なお、１０面という数の「同笵鏡」が確認さ

れた９３鏡について、あらためて詳細な分析を

おこなう必要性は十分にあるが、現段階にお

いてはその準備がないので、くわしい観察を

ふまえた議論については、今後の課題として

おく。

三角縁神獣鏡の分配論 第二の論点として、

「同笵鏡」の分布を基礎とする三角縁神獣鏡分

配の動向に関連して、今回の「同笵鏡」認定

がもたらす変更点を確認しておこう。

９３鏡の空間的な広がりは、これまで近畿地

方から東海地方にかけて分布するという点が

特徴的であった。このたび、島根県益田市で

「同笵鏡」が確認されたことによって、その分

布は西方へ大きく拡大し、本州の西端近くに

までおよぶことが明らかになった。すなわち、

特定の「同笵鏡」が近畿地方を中心に列島の

広域に分布するという状況を確認しえた点が、

今回の「同笵鏡」新規認定がもたらす意義と

してきわめて重要なのである。

また、９３鏡が主体的に流通した段階（岩本

時期区分の�期）は、そのほかの三角縁神獣

鏡も含めて、絶対数は少ないにもかかわらず、

いっぽうでは分布にきわめて広域性を示す時

期でもある（岩本２０１０a・d）。９３鏡の「同笵

鏡」の分布の広がりはそうした列島規模にお

ける動向とも符合するのである。

これらの点は、倭王権によって分配された

器物として三角縁神獣鏡を評価する立場に立

つかぎり、三角縁神獣鏡を媒介とした関係性

の維持がおおむねこの段階まで列島の広域に

およぶという理解とも整合するものである（岩

本２０１０a・b・d）。

山陰の前期古墳論 最後に地域的な枠組み

のなかで、「同笵鏡」の新規認定がもたらす意

義を、山陰地方を対象として考えることとし

たい。

山陰地方における三角縁神獣鏡の分布をも

とにした前期古墳論は、これまで石見地域を

除く地域を対象とせざるを得なかった。今回

の「同笵鏡」新規認定によって、もっとも大

きな意義をもつのは、従来は検討の対象外と

していた石見地域を含めて、山陰地方という

枠組みにおいてようやく三角縁神獣鏡の分布

の検討が可能となった点であろう。山陰地方

における三角縁神獣鏡の分布とそれをもとに

した前期古墳論については、以前に略述した

ことがあるが（岩本２００６・２００９）、あらためて

分布図を作成し、考察を試みたい。ただし、

山陰地方の三角縁神獣鏡の動向を分析するに

あたっては、資料数の少なさをふまえると、

三角縁神獣鏡編年を古墳における組合せから

再整理した６期区分（岩本２０１０b・d）をさら

に３期に集約した時間軸で議論をおこなうの

がもっとも有効と考える。そこで、以下では

便宜的ではあるが、前期前半（�・�期）・前

期中葉（�・�期）・前期末（�期）に整理し

て分布を検討する（図６）。なお、検討に用い
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古墳時代前期前半

古墳時代前期中葉

古墳時代前期末

図６ 山陰地方における三角縁神獣鏡の分布にみる推移
１．伯耆国分寺古墳 ２．伝旧社村付近 ３．普段寺１号墳 ４．普段寺２号墳 ５．大成古墳 ６．八日山１号墳
７．神原神社古墳 ８．馬ノ山４号墳 ９．造山１号墳 １０．四塚山古墳群 １１．上神大将塚古墳

岩 本 崇
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る時間軸は、三角縁神獣鏡が製作後きわめて

スムーズに分配されたと考えうる点から（岩

本２０１０a・b・d）、その製作年代にもとづく区

分としておく。

まずは前期前半であるが、伯耆地域と出雲

地域に分布する点を確認できる。一定範囲を

カバーするように分布しながらも、比較的近

接した範囲において、複数面がまとまって存

在する状況をみいだせる。とくに、伯耆地域

においては、分布はふたつのまとまりとして

とらえうるが、それぞれは距離的にもきわめ

て近い古墳から出土した事例である。三角縁

神獣鏡を保有する集団の影響力がおよぶ範囲

がある程度限定したものであった可能性があ

ろう。こうした分布のあり方は、列島規模で

の動向やそのほかの地域での様相とも共通す

る（岩本２００８b・２０１０a・b・d）。

つづく前期中葉の分布は、前段階とは異な

る特徴をみせる。現状において、伯耆地域、

出雲地域、石見地域でそれぞれ１例ずつの確

認にとどまり、全体としては広く分散したあ

り方を示す。こうした様相も前期中葉におけ

る三角縁神獣鏡の列島規模での分布状況とも

符合する。したがって、資料数的には限定さ

れるが、一定の傾向を反映した地域的にみて

も有意な分布と評価できる。

そして前期末には、山陰地方での三角縁神

獣鏡の分布が希薄になる。この状況について

も、列島規模でみた場合に当該期の三角縁神

獣鏡の分布が畿内地域およびその縁辺部と九

州地方に偏在することと無関係ではない。

以上のように、山陰地方における三角縁神

獣鏡の分布は、列島規模における変動とある

程度連動するものと評価できる。このことは

いいかえれば、畿内地域を中心とした関係の

形成が一定の方向性をもちつつ、時間的に変

化した可能性をも示唆する。そうした運動の

なかに、山陰地方の古墳時代前期社会は組み

込まれながらも、前期中葉までは墳丘形態や

墳丘構造、埋葬施設、出土土器などには王権

が所在する畿内地域とは異なる特徴が保持さ

れた（岩本２００９）。畿内地域を中心とした関係

性と、それとは異なる次元のいわば地域的と

もいえる集団関係を、ある時期まで濃厚にみ

とめうる点が山陰地方の三角縁神獣鏡出土古

墳の特質といえるだろう。

おわりに

島根県益田市下本郷町に所在した四塚山古

墳群から出土した三角縁神獣鏡の「同笵鏡」

の新規認定作業を出発点として、新たな認定

がもたらす論点について若干の考察を試みた。

あくまでも１面の個別資料の検討が出発点だ

が、石見地域ではほかに三角縁神獣鏡の出土

が知られていないという現状から、結果とし

ていくつかの重要な論点を提供しえた。

あらためてその成果をここで述べることは

しないが、資料の地道な観察こそが何より重

要であることを再確認しえた点を強調してお

きたい。今後も地道な資料の観察と検討を重

ねつつ、そのうえで新たな研究視角を提示す

ることに努めたい。

付 記

本稿を加藤克夫先生のご退職に際し、献呈

いたします。加藤先生、おつかれさまでした。

なお、資料閲覧に際し、益田市教育委員会の

ご高配を得ました。末筆となりましたが、記

して深謝申し上げます。

註

（１）こうした同一性にかかわる注目すべき特

徴として鈕孔の開口方向があるが（福永

１９９２）、９３鏡もその開口方向はいずれも共
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通する。詳細は別稿で述べたいが、三角

縁神獣鏡の鈕孔が簡易的な構造であった

点は（藤丸１９９８）、鈕孔の周囲にみられる

鋳張りが、鈕の形状に沿って生じている

点からも確実である。簡易的な構造であ

りながら、開口方向が一致するという事

実は、これらの「同笵鏡」が限られた時

空間で製作されたことを示しており、こ

こで述べる文様・形態にみる同一性の強

さと符合するものと評価しうる。

（２）三角縁神獣鏡の組合せを検討するという

意図から、表には複数の三角縁神獣鏡を

出土した事例のみ掲げる。なお、各資料

の年代的位置は、舶載鏡を４段階以上に

区分する細別案と（澤田１９９３、福永

１９９４、岸本１９９５、岩本２００８a）、古墳にお

ける組合せ関係から編年的位置を検討し

た大賀克彦の３期区分（大賀２００２）を参

考のために明示する。なお、共伴した「�

製」鏡については省略する。

（３）ヘボソ塚古墳出土の石製腕飾類は、山谷

式車輪石と凹凹式石釧という古相の組合

せを示す（森下２００５）。東之宮古墳出土の

腸抉柳葉式鉄鏃は川畑分類「腸抉柳葉 B

式」に属し、�期に位置づけられる（川

畑２００９）。

（４）ただし、舶載鏡と「�製」鏡の双方を含

めた三角縁神獣鏡の終焉段階に、「同笵

鏡」がほとんど存在しない点は、製作技

術上の変化を反映したものと考える（岩

本２００５）。

引用文献

岩本崇２００５「三角縁神獣鏡の終焉」『考古学研究』

第５１巻第４号 考古学研究会 pp．４８－６８

岩本崇２００６「伯耆国分寺古墳の再検討」『大手

前大学史学研究所紀要』第６号 大手前大

学史学研究所 pp．１２３－１４２

岩本崇２００８a「三角縁神獣鏡の生産とその展開」

『考古学雑誌』第９２巻第３号 日本考古学会

pp．１－５１

岩本崇２００８b「三角縁神獣鏡と東海地方の前期

古墳」『季刊 考古学』別冊１６東海の古墳風

景 雄山閣 pp．１３－２１

岩本崇２００９「山陰の鏡と古墳―三角縁神獣鏡

を中心に―」『第３７回山陰考古学研究集会

山陰の古墳出土鏡』山陰考古学研究集会

pp．１－１０

岩本崇２０１０a「三角縁神獣鏡と前方後円墳出現

期の社会」『比較考古学の新地平』同成社

pp．３００－３０９

岩本崇２０１０b「古墳時代前期における地域間関

係の展開とその特質」『龍子三ツ塚古墳群の

研究―播磨揖保川流域における前期古墳群

の調査』大手前大学史学研究所・龍子三ツ

塚古墳調査団 pp．３９９－４３２

岩本崇２０１０c「三角縁神獣鏡の�製鏡」『遠古登

攀―遠山昭登君追悼考古学論集―』遠山昭

登君追悼論集刊行会 pp．１４５－１６２

岩本崇２０１０d「三角縁神獣鏡と古墳の出現・展

開」『日本考古学協会２０１０年度兵庫大会 研

究発表資料集』日本考古学協会２０１０年度兵

庫大会実行委員会 pp．１１５－１３０

大賀克彦２００２「古墳時代の時期区分」『小羽山

古墳群』清水町埋蔵文化財発掘調査報告書

� 清水町教育委員会 pp．１－２０

川畑純２００９「前・中期古墳副葬鏃の変遷とそ

の意義」『史林』第９２巻第２号 史学研究会

pp．１－３９

小原貴樹・下高瑞哉１９９９「山陰地方古墳出土

の三角縁神獣鏡」『新修 米子市史』第七巻

資料編考古 原始・古代・中世 米子市

pp．２８６－２９３

岸本直文１９８９「三角縁神獣鏡製作の工人群」

岩 本 崇

２５２０１１年３月



『史林』第７２巻第５号 史学研究会 pp．１－

４３

岸本直文１９９５「三角縁神獣鏡の編年と前期古

墳の新古」『考古学研究会４０周年記念論集

展望考古学』考古学研究会 pp．１０９－１１６

小林行雄１９７１「三角縁神獣鏡の研究―型式分

類編―」『京都大学文学部紀要』第十三 京

都大学文学部 pp．９６－１７０

澤田秀実１９９３「三角縁神獣鏡の製作動向」『法

政考古学』第１９集 法政考古学会 pp．１７－

３７

辻田淳一郎２００７『鏡と初期ヤマト政権』すい

れん舎

都出比呂志・福永伸哉編１９９２『長法寺南原古

墳の研究』大阪大学南原古墳調査団

新納泉１９９１「権現山鏡群の型式学的位置」『権

現山５１号墳』同刊行会 pp．１７６－１８５

福永伸哉１９９２「三角縁神獣鏡製作技法の検討

―鈕孔方向の分析を中心として―」『考古学

雑誌』第７８巻第１号 日本考古学会 pp．４５－

６０

福永伸哉１９９４「三角縁神獣鏡の歴史的意義」

『第３６回埋蔵文化財研究集会 倭人と鏡

その２―３・４世紀の鏡と墳墓―』埋蔵文化

財研究会 pp．３４９－３５８

藤丸詔八郎１９９８「三角縁神獣鏡の製作技術に

ついて―同笵鏡番号１９鏡群の場合―」『北九

州市立考古博物館研究紀要』第５号 北九

州市立考古博物館 pp．１－３２

水野敏典・山田隆文編『三次元デジタルアー

カイブを活用した古鏡の総合的研究』橿原

考古学研究所成果第８冊 奈良県立橿原考

古学研究所

水野敏典（文責）・今津節生・岡林孝作・山田

隆文・高橋幸治・鈴木裕明・北山峰生２００５

「三角縁神獣鏡の鋳造欠陥と「同笵鏡」製作

モデル」『三次元デジタルアーカイブを活用

した古鏡の総合的研究』橿原考古学研究所

成果第８冊 奈良県立橿原考古学研究所

pp．３８５－３９１

村上勇１９８５「益田市四塚山古墳群出土の三角

縁神獣鏡」『島根考古学会誌』第２集 島根

考古学会 pp．１０７－１１１

森下章司２００５「前期古墳副葬品の組合せ」『考

古学雑誌』第８９巻第１号 日本考古学会

pp．１－３０

図表出典

図１ 島根県益田市下本郷町四塚山古墳群

（益田市教育委員会所蔵）

図２ 島根県益田市下本郷町四塚山古墳群

（益田市教育委員会所蔵）

図３ 細部上段：島根県益田市下本郷町四塚

山古墳群（益田市教育委員会所蔵）、細

部下段・全体背景：京都府長岡京市長

法寺南原古墳（２号鏡、水野・山田編

２００５より転載）

図４ １．京都府八幡東車塚古墳（東京国立博

物館所蔵）２．岐阜県円満寺山古墳（岐

阜県博物館所蔵）３．岐阜県矢道長塚古

墳東棺（東京国立博物館所蔵）４．愛知

県東之宮古墳（京都国立博物館所蔵）

図５ １．京都府長法寺南原古墳〔１号鏡〕（都出

・福永編１９９２図版２０）２．京都府長法

寺南原古墳〔２号鏡〕（都出・福永編１９９２

図版２１）３．京都府八幡東車塚古墳（東

京国立博物館所蔵）４．岐阜県円満寺山

古墳（岐阜県博物館所蔵）５．岐阜県矢

道長塚古墳東棺（東京国立博物館所蔵）

６．愛知県東之宮古墳（京都国立博物館

所蔵）

図６ 小原・下高１９９９をもとに岩本作成

表１ 岩本作成

※所蔵機関記載資料は、岩本実測・手拓・撮影

島根県益田市四塚山古墳群出土の三角縁神獣鏡と「同笵鏡」

２６ 社会文化論集 第７号


